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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定波長の電磁波を反射する電磁波反射部材であって、
　入射した電磁波に対して、波長がλである右または左円偏光成分の電磁波のみを反射す
る第一の選択反射層と、位相差層と、波長がλである右または左円偏光成分の電磁波のみ
を反射する第二の選択反射層と、をこの順で備え、
　前記位相差層が、下記式：
　Ｒｅ＝｛（２ｎ＋１）／２±０．２｝・λ
（式中、Ｒｅはリタデーションを表し、λは波長を表し、ｎは２以上の整数を表す）
を満足する平均リタデーションを有する延伸した高分子フィルムからなり、
　前記高分子フィルムのリタデーション面内分布が、±２５ｎｍ以上であることを特徴と
する、電磁波反射部材。
【請求項２】
　前記反射波長λが、４００ｎｍ～２０μｍの範囲内にある、請求項１に記載の電磁波反
射部材。
【請求項３】
　前記高分子フィルムのリタデーション面内分布が、平均リタデーションの±１０％以下
である、請求項１または２に記載の電磁波反射部材。
【請求項４】
　前記高分子フィルムが、ポリエチレンテレフタレートフィルムである、請求項１～３の
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いずれか一項に記載の電磁波反射部材。
【請求項５】
　前記選択反射層が、カイラルネマチック液晶を固定化したものを含んでなる、請求項１
～４のいずれか一項に記載の電磁波反射部材。
【請求項６】
　前記反射波長λが７５０ｎｍ以上である、請求項１～５のいずれか一項に記載の電磁波
反射部材。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の電磁波反射部材を備えた熱線反射ガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁波反射部材に関し、より詳細には、可視光ないし遠赤外光の波長領域に
ある特定波長の電磁波を、効率よく均一に反射できる電磁波反射部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　可視光ないし熱線の波長域において、所望の波長を選択的に反射できる部材として、コ
レステリック液晶を用いた選択反射部材が知られている。これら選択反射部材は、所望の
波長の光（電磁波）のみを選択的に反射することができるため、例えば可視光は透過させ
て熱線のみを反射する熱線反射膜や透光性断熱膜としての利用が期待されている。選択反
射を可能とするコレステリック液晶は、螺旋ピッチと液晶の平均屈折率とを適宜選択する
ことで所望の波長の光ないし熱線を反射することができるが、特定反射波長の右あるいは
左円偏光成分のみしか反射できないため、反射率は５０％程度である。
【０００３】
　このような選択反射部材の反射効率を向上させるため、種々の提案がなされている。例
えば、特開平４－２８１４０３号公報（特許文献１）や特表２００１－５１９３１７号公
報（特許文献２）には、図１３ａに示すように、螺旋方向の異なる２枚のコレステリック
液晶膜１１，１２を重ね合わせて、入射した光（電磁波）の右円偏光成分と左円偏光成分
の両方を反射させたり、また、図１３ｂに示すように、螺旋方向が同一の２枚のコレステ
リック液晶膜１３の間にλ／２板１４を挿入し、λ／２板により偏光の向きを変換して両
方の円偏光成分を反射することにより、高効率で所望の波長の光（熱線）を反射できる積
層体が提案されている。
　しかしながら、コレステリック液晶は、左螺旋ピッチを有するものは自然界にほとんど
存在せず、光学的合成手法によりコレステリック液晶を製造する必要があるため非常に高
価である。その結果、左円偏光成分を反射するコレステリック液晶膜と右円偏光成分を反
射するコレステリック液晶膜とを積層した選択反射部材も高価なものとなるため、工業的
に安価に生産するのが困難である。これに対し、図１３ｂのようなλ／２板を介して一対
のコレステリック液晶膜を積層した構造の選択反射部材は、いずれのコレステリック液晶
膜も右円偏光成分を反射する右螺旋構造を有するコレステリック液晶膜を使用することが
できる利点を有する。
【０００４】
　一方、図１３ｂに示すような選択反射部材に用いられるλ／２板としては、通常、λ／
２のリタデーションを有する位相差フィルムが用いられる。この位相差フィルムとしては
、高分子フィルムを延伸したものや、高分子溶液をキャストしてフィルム化したもの等が
一般的である。
【０００５】
　ところで、選択反射部材を建物の窓ガラスや自動車用ガラス等のような大面積のものに
利用する場合、面内で均一な反射特性を得るためには、位相差フィルムの全面で均一な位
相差（リタデーション）を有していなければならない。大画面液晶表示装置等に用いられ
る位相差フィルムも均一な面内リタデーションが求められており、このような面内で均一
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なリタデーション分布を有する位相差フィルムとして、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ
）フィルム等のようにキャスト法で得られる位相差フィルムが一般的である。
【０００６】
　しかしながら、上記のようにキャスト法、すなわち、有機溶媒にセルロースエステルを
溶解した溶液を支持体上に塗布して溶媒を乾燥させた後に、支持体から剥離して製造する
方法では、大規模な設備を特殊な技術を必要とするため、溶融押出加工によって得られる
汎用の延伸フィルムと比較すると、依然として高価なものである。一方、溶融押出加工に
よる延伸フィルムは、リタデーションの値を決める面内複屈折率と膜厚とを制御すること
が困難である。このような問題に対し、熱可塑性ポリマーを溶融押出によりフィルム化し
、それを延伸して得られる位相差フィルムにおいて、特開平２－５９７０３号公報（特許
文献３）や特開平２－８９００７号公報（特許文献４）には、特殊な延伸方法を適用する
ことにより、リタデーションの面内むらを低減できることが提案されている。また、特開
２０００－３１３７５７号公報（特許文献５）や特開２００４－２３３６０４号公報（特
許文献６）には、溶融押出工程から延伸工程にかけて特殊な製法を適用することにより、
面内分布が数ｎｍ以下とできることが提案されている。このように、高分子延伸フィルム
を位相差フィルムとして使用するには、リタデーションの面内分布を数ｎｍ以下とする必
要があるため、市販の二軸延伸フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルムのよ
うに、リタデーション面内分布が±５０ｎｍ程度の汎用の高分子延伸フィルムは、位相差
フィルムとしては使用できなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平４－２８１４０３号公報
【特許文献２】特表２００１－５１９３１７号公報
【特許文献３】特開平２－５９７０３号公報
【特許文献４】特開平２－８９００７号公報
【特許文献５】特開２０００－３１３７５７号公報
【特許文献６】特開２００４－２３３６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者らは、今般、位相差フィルムを介して一対のコレステリック液晶膜を積層した
構造の選択反射部材において、位相差フィルムとしてポリエチレンテレフタレートフィル
ム等の汎用延伸フィルムを用いた場合であっても、位相差フィルムが特定の条件を満たす
ことにより、大面積でも斑無く均一に所望の波長のみを効率的に反射し、かつ非常に安価
な反射部材を実現できる、との知見を得た。本発明はかかる知見によるものである。
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、大面積でも斑無く均一に所望の波長のみを効率的に反射
し、かつ非常に安価な電磁波反射部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そして、本発明による電磁波反射部材は、特定波長の電磁波を反射する電磁波反射部材
であって、
入射した電磁波に対して、波長がλである右または左円偏光成分の電磁波のみを反射する
第一の選択反射層と、位相差層と、波長がλである右または左円偏光成分の電磁波のみを
反射する第二の選択反射層と、をこの順で備え、
前記位相差層が、下記式：
　 Ｒｅ＝｛（２ｎ＋１）／２±０．２｝・λ
（式中、Ｒｅはリタデーションを表し、λは波長を表し、ｎは１以上の整数を表す）
を満足する平均リタデーションを有することを特徴とするものである。
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【００１１】
　また、本発明の態様においては、前記第一および第二の選択反射層は、いずれも波長λ
の右円偏光成分の電磁波のみを反射するものであることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の態様においては、前記反射波長λが、４００ｎｍ～２０μｍの範囲内に
あることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の態様においては、前記位相差層が、高分子フィルムを延伸したものから
なることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の態様においては、前記高分子フィルムのリタデーション面内分布が、±
２５ｎｍ以上であるであることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の態様においては、前記高分子フィルムのリタデーション面内分布が、面
全体の平均リタデーションの±１０％以下であることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の態様においては、前記高分子フィルムが、ポリエチレンテレフタレート
フィルムであることが好ましい。
【００１７】
　また、本発明の態様においては、前記選択反射層が、コレステリック構造を形成した棒
状化合物を含んでなることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明の態様においては、前記選択反射層が、カイラルネマチック液晶を固定化
したものを含んでなることが好ましい。
【００１９】
　また、本発明の態様においては、前記反射波長λが７５０ｎｍ以上であることが好まし
い。
【００２０】
　本発明の別の態様においては、上記の電磁波反射部材を備えた熱線反射ガラスも提供さ
れる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、波長がλである右または左円偏光成分の電磁波のみを反射する第一お
よび第二の選択反射層の間に狭持される位相差層が、Ｒｅ＝｛（２ｎ＋１）／２±０．２
｝・λの関係を満たす平均リタデーションを有しているため、例えば、１２００ｎｍの近
赤外線を選択的に反射する選択反射層を用いた場合には、位相差層の平均リタデーション
Ｒｅは、ｎ＝１では１８００ｎｍ、ｎ＝２では３０００ｎｍ、ｎ＝３では４２００ｎｍ、
ｎ＝４では５４００ｎｍとなる。したがって、たとえリタデーションの面内分布が４２０
０±５０ｎｍ程度有する市販の位相差フィルムをそのまま用いた場合であっても、右また
は左円偏光を左または右円偏光に変換するために必要なリタデーション値からのずれは最
大で８％程度となるため、反射効率にほとんど影響を及ぼさなくなる。その結果、大面積
でも斑無く均一に所望の波長のみを効率的に反射し、かつ非常に安価な電磁波反射部材を
実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の電磁波反射部材の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の電磁波反射部材の他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明の電磁波反射部材の他の例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の電磁波反射部材の他の例を示す概略断面図である。
【図５】位相差フィルム（ＰＥＴフィルム）の面内位相差Ｒｅと反射率との関係を示した
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グラフである。
【図６】実施例１で用いたＰＥＴフィルムの面内リタデーション斑（ＴＤ方向）の測定結
果のグラフである。
【図７】実施例１で用いたＰＥＴフィルムの面内リタデーション斑（ＭＤ方向）の測定結
果のグラフである。
【図８】実施例１（実線）及び比較例１（破線）の電磁波反射部材の反射率の測定結果の
グラフである。
【図９】実施例３で用いたＰＥＴフィルムの面内リタデーション斑（ＴＤ方向）の測定結
果のグラフである。
【図１０】実施例３で用いたＰＥＴフィルムの面内リタデーション斑（ＭＤ方向）の測定
結果のグラフである。
【図１１】実施例３の電磁波反射部材の反射率の測定結果のグラフである。
【図１２】実施例１（実線）及び比較例２（破線）の電磁波反射部材の反射率の測定結果
のグラフである。
【図１３】従来の反射部材の一例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明による電磁波反射部材は、図１に示すように、入射した電磁波に対して、波長が
λである右または左円偏光成分の電磁波のみを反射する第一の選択反射層１と、位相差層
２と、波長がλである右または左円偏光成分の電磁波のみを反射する第二の選択反射層３
と、をこの順で備えるものである。第一および第二の選択反射層が右円偏光成分のみを反
射する場合を一例に、電磁波反射部材の作用を図１を参照しながら説明する。
【００２４】
　第一の選択反射層１に入射した電磁波Ｉは、右円偏光成分ＩＲのみが反射され、左円偏
光成分ＩＬは第一の選択反射層１を透過する。透過した左円偏光成分ＩＬは、位相差層２
を透過する際に、偏光の向きが逆となり、右円偏光成分ＩＲに変換される。そして、位相
差層２を透過した右円偏光成分ＩＲは第二選択反射層３で反射して位相差層２に入射する
が、その際に、再び右円偏光成分は偏光の向きが逆となり、左円偏光成分ＩＬに変換され
る。左円偏光成分は選択反射層１を透過できるため、位相差層２により変換された左円偏
光成分ＩＬはそのまま選択反射層１を透過して、右円偏光成分ＩＲとともに入射側に出光
する。その結果、５０％を超える反射率を実現できる。そして、本発明においては、後記
するように、位相差層として、Ｒｅ＝｛（２ｎ＋１）／２±０．２｝・λを満たすものを
使用することにより、面内で均一かつ高効率な反射特性を有する電磁波反射部材を実現し
たことを特徴とするものである。一般に、λ／２板やλ／４板として使用されている位相
差フィルムは、セルロース誘導体、シクロオレフィン系樹脂等からなる高分子フィルムで
あり工業的にも広く普及している。これらの位相差フィルムは、フィルムのリタデーショ
ン面内分布が非常に小さく、フィルム全面において均一なリタデーションを有する。例え
ば、光学素子用の位相差フィルムとして普及しているＴＡＣフィルムは、リタデーション
の面内分布が概ね１．５ｎｍ程度である。これに対して、汎用樹脂を溶融押出加工した高
分子延伸フィルムは、厚みおよび複屈折率がフィルム全面において均一なものとすること
が困難なため、これらの高分子延伸フィルムのリタデーション面内分布は、数十ｎｍ程度
である。位相差フィルムとして、リタデーションＲｅが上記式（１）の関係を満足する３
λ／２ｎｍ以上のもの、例えば、反射波長λが１２００ｎｍとした場合にＲｅ＝１８００
ｎｍの位相差フィルムを用いることによって、リタデーションの面内分布が例えば５０ｎ
ｍ程度の高分子延伸フィルムであったとしても、最大反射波長に及ぼす反射率の影響、す
なわち、１－ｓｉｎ２（π・Ｒｅ／λ）×１００の値は、１－ｓｉｎ２（π・１８５０／
１２００）×１００＝１．７％程度と低くなり、面内で均一かつ高効率な反射特性を実現
できる。以下、本発明による電磁波反射部材を構成する各要素について説明する。
【００２５】
＜位相差層＞
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　本発明において使用する位相差層は、平均リタデーションが、下記式（１）：
　 Ｒｅ＝｛（２ｎ＋１）／２±０．２｝・λ　　　（１）
を満たす必要がある。なお、式（１）中、Ｒｅはリタデーションを表し、λは波長を表し
、ｎは１以上の整数を表す。なお、本明細書中、位相差層のリタデーションとは、位相差
層中で最も屈折率が大きい方向（遅相軸方向）の屈折率（ｎｘ）と遅相軸方向と直交する
方向（進相軸方向）の屈折率（ｎｙ）と位相差層の厚み（ｄ）とにより、下記式（２）：
 
　　Ｒｅ＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄ　　　（２）
によって定義されるものであり、平均リタデーションとは、位相差層の任意の２００ｍｍ
幅の間について、均等間隔（１０ｍｍ）で２０点のリタデーションを測定し、それら各値
を平均したものと定義する。なお、リタデーションは、例えば王子計測機器製のＫＯＢＲ
Ａ－ＷＸ１００／ＩＲ等により測定（測定角０°）することができる。
【００２６】
　位相差層の平均リタデーションが上記式（１）を満たすことにより、図５に示すように
、電磁波反射部材の反射率を６０％以上とすることができる。なお、図５は、λ＝１２０
０ｎｍ、ｎ＝１，２，３及び４における、位相差フィルム（ＰＥＴフィルム）の面内位相
差Ｒｅと反射率との関係を示したものであり、リタデーションが｛（２ｎ＋１）／２－０
．２｝λ～｛（２ｎ＋１）／２＋０．２｝λの範囲において、反射率６０％以上となるこ
とが示されている。
【００２７】
　本発明においては、従来使用されているλ／２板やλ／４板等の位相差フィルムを複数
枚重ね併せて位相差層としてもよいが、位相差層全体として、上記式（１）を満足するも
のでなくてはならない。すなわち、位相差層の平均リタデーションは、少なくとも所望の
選択反射波長λの１．３～１．７倍程度となる。例えば、選択反射層により反射される波
長λを１２００ｎｍとした場合は、上記式（１）により、少なくとも、平均リタデーショ
ンが１５６０ｎｍ～２０４０ｎｍの範囲内にある位相差フィルムとする。このような平均
リタデーションを有する位相差層を用いることにより、位相差層にリタデーションの面内
分布が数十ｎｍであっても、電磁波反射部材としては全体で均一でかつ高効率な反射特性
を実現できる。すなわち、本発明においては、リタデーション面内分布の大きく、かつ平
均リタデーション値が大きい、従来は位相差フィルムとして用いられていなかった汎用高
分子延伸フィルムを、上記式（１）を満足するように位相差層として電磁波反射部材に適
用したことに特徴を有するものである。なお、本明細書中、リタデーションの面内分布と
は、フィルムの任意の２００ｍｍ幅の間について、均等間隔（１０ｍｍ）で２０点のリタ
デーションを測定し、その最大値と最小値との差を面内分布と定義する。リタデーション
は、例えば王子計測機器製のＫＯＢＲＡ－ＷＸ１００／ＩＲにより測定（測定角０°）す
ることができる。
【００２８】
　上記のように、リタデーション面内分布が数十ｎｍ程度である高分子延伸フィルムを位
相差層として用いた場合であっても、電磁波反射部材としては全体で均一でかつ高効率な
反射特性を実現できる理由を、例示を挙げて以下説明する。リタデーション面内分布が１
．５ｎｍ程度であるＴＡＣフィルムに対して、市販のポリエチレンテレフタレート（以下
、ＰＥＴと略すこともある）二軸延伸フィルムは、リタデーション面内分布が±数十ｎｍ
程度であることが知られている。例えば、厚み１８８μｍの二軸延伸ＰＥＴフィルム（ル
ミラー（登録商標）Ｕ３５、東レ株式会社製）のＴＤ方向のリタデーション面内分布は、
図６に示すように±８０ｎｍ程度であり、ＭＤ方向のリタデーション面内分布は、図７に
示すように－６０ｎｍ～＋８０ｎｍ程度である。このような面内分布を有する高分子延伸
フィルムをλ／２板として使用すると、例えば反射波長λが可視光域（５５０ｎｍ）とし
た場合に、最大反射波長に及ぼす影響は、８０ｎｍ／２７５ｎｍ×１００＝２９．１％と
なり、第二選択反射層に入射する光の偏光状態が、完全な右円偏光ではなく、ずれた右円
偏光成分が含まれることとなり、その結果、反射されるべき光ＩＲが減少し、反射効率が
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低減する。これに対し、たとえリタデーション面内分布が上記のように±８０ｎｍ程度で
あったとしても、用いる選択波長が１２００ｎｍであった場合には、８０ｎｍ／６００ｎ
ｍ×１００＝１３．３％となり、第二選択反射層で反射する光量が増大する。そのため、
高効率でかつ均一な反射特性を有する反射部材を実現できる。
【００２９】
　本発明においては、位相差層のリタデーション面内分布が±２５ｎｍ以上が好ましく、
より好ましくは±５０ｎｍ以上である。但し、リタデーション面内分布は、位相差層の面
全体の平均リタデーションの±１０％以下であることが好ましく、より好ましくは５％以
下である。このようなリタデーション面内分布を有する位相差層として、ポリエチレンテ
レフタレートフィルム等の汎用延伸フィルムを使用でき、高価な位相差フィルムを用いる
必要がなくなる。なお、本明細書中、平均リタデーションとは、フィルムの任意の２００
ｍｍ幅の間について、均等間隔（１０ｍｍ）で２０点のリタデーションを測定し、それら
各値を平均したものと定義する。
【００３０】
　上記のような高分子延伸フィルムとしては、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリメチ
ルメタクリレート等のポリ（メタ）アクリレート樹脂、ポリスチレンやスチレンと他のモ
ノマーとを共重合させたスチレン共重合体等のポリスチレン樹脂、ポリアクリロニトリル
樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ
レート等のポリエステル樹脂、ナイロン６、ナイロン６，６等のポリアミド系樹脂、ポリ
エチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂等の汎用樹脂からなる延伸フィルム
が挙げられるが、これらの中でも、入手のし易さ、製造コスト、平均リタデーションの大
きさの観点から、ポリエステル系樹脂からなる延伸フィルムが好適に使用できる。例えば
、ポリエチレンテレフタレートからなる二軸延伸フィルムの平均リタデーションは、フィ
ルム厚さが２００μｍ程度では概ね５０００ｎｍであり、厚さ１２０μｍ程度では、３０
００ｎｍである。
【００３１】
　これら高分子延伸フィルムがλ／２板として機能する場合は、図２に示すように高分子
延伸フィルム２０を複数枚重ね合わせてもよく、また、λ／４板として機能する場合は、
図３に示すように高分子延伸フィルム２１を複数枚重ね合わせてもよいことは言うまでも
ない。
【００３２】
＜選択反射層＞
　本発明において使用する選択反射層は、層の一方の面から入射する電磁波のうち左円偏
光成分又は右円偏光成分を選択反射し、残りの成分を透過する機能を有している。このよ
うに特定の波長のみを反射できる材料として、コレステリック液晶材料が知られている。
コレステリック規則性を有する液晶材料は、液晶のプレーナー配列のヘリカル軸に沿って
入射した光（電磁波）の右旋および左旋の２つの円偏光のうち一方の偏光を選択的に反射
する性質を有している。この性質は、円偏光二色性として知られ、コレステリック液晶分
子の螺旋構造における旋回方向を適宜選択すると、その旋回方向と同一の旋光方向を有す
る円偏光が選択的に反射される。この場合の最大旋光偏光光散乱は、下記式（３）：
　　λ＝ｎａｖ・ｐ　　　（３）
において選択波長λで生じる。なお、式（３）中、ｎａｖはヘリカル軸に直交する平面内
の平均屈折率であり、ｐは液晶分子の螺旋構造におけるヘリカルピッチである。
【００３３】
また、反射波長のバンド幅Δλは、下記式（４）：
　　Δλ＝Δｎ・ｐ　　　（４）
で表される。なお、式（４）中、Δｎは、コレステリック液晶材料の複屈折率である。す
なわち、コレステリック規則性を有する液晶材料からなる選択反射層は、選択波長λを中
心とした波長バンド幅Δλの範囲の光（電磁波）の右旋または左旋の円偏光成分の一方を
反射し、他方の円偏光成分と他の波長領域の無偏光の光（電磁波）とを透過させる。
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【００３４】
　コレステリック液晶材料のｎａｖおよびｐを適宜選択することにより、所望の波長の光
（電磁波）を反射させることができる。また、反射率を向上させるために、同じ材料で作
製したコレステリック液晶層を複数枚重ねて選択反射層とすることもできる。本発明にお
いて、選択反射波長λは、特に限定されるものではなく、４００ｎｍ～４０μｍの可視光
域ないし熱線域の範囲で適宜決定できるが、好ましくは９００～１４００ｎｍ、より好ま
しくは９５０～１３５０ｎｍである。この範囲の波長を選択的に反射することにより、太
陽光の可視光部分は透過し、熱線のみを反射することができる。上記したように、位相差
層のリタデーションの面内分布が±５０ｎｍ程度であっても、選択反射波長λを９００ｎ
ｍ以上とすると、極大反射波長からのずれを約１０％以下とできるため、均一かつ高効率
の電磁波反射部材とすることができる。
【００３５】
　上記したようなコレステリック規則性を有する液晶材料としては、重合性モノマー分子
、重合性オリゴマー分子又は液晶ポリマー等を使用することができる。
【００３６】
　コレステリック規則性を有する液晶化合物の具体例としては、下記式（１）～（６）で
表される化合物を例示することができる。
【００３７】
【化１】

【００３８】
　ここで、化学式（１）、（２）、（５）および（６）で示される液晶性材料は、Ｄ.Ｊ.
Ｂｒｏｅｒら、Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．１９０,３２０１－３２１５（１９８９）
、またはＤ.Ｊ.Ｂｒｏｅｒら、Ｍａｋｒｏｍｏｌ.Ｃｈｅｍ.１９０,２２５５－２２６８
（１９８９）に開示された方法に従い、あるいはそれに類似して調製することができる。
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４に開示されている。
【００３９】
　また、末端にアクリレート基を有するネマチック液晶性材料の具体例としては、下記化
学式（７）～（１７）に示すものも挙げられる。
【００４０】
【化２】

【００４１】
　さらに、ＳＩＤ　０６　ＤＩＧＥＳＴ　１６７３－１６７６）に開示された下記式（１
８）に表わされる化合物を例示することができる。
【００４２】
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【化３】

【００４３】
　なお、本発明において上記棒状化合物は、１種類のみを用いてもよく、または、２種以
上を混合して用いてもよい。例えば、上記棒状化合物として、両末端に重合性官能基を１
つ以上有する液晶性材料と、片末端に重合性官能基を１つ以上有する液晶性材料とを混合
して用いると、両者の配合比の調整により重合密度（架橋密度）及び光学特性を任意に調
整できる点から好ましい。
【００４４】
　本発明においては、コレステリック規則性を有する液晶材料として、上記のいずれの棒
状化合物も好適に用いることができるが、これらのなかでもネマチック液晶性を示す棒状
化合物を用い、その棒状化合物とカイラル剤とを併用した液晶材料が用いられることが好
ましい。このような液晶材料は、カイラルネマチック液晶が固定化されることから、選択
反射層によって入射した光（電磁波）が楕円偏光に変換された後の、楕円偏光の長軸方向
を任意に制御することが容易になるからである。
【００４５】
　上記カイラル剤としては、棒状化合物を所定のコレステリック配列させることができる
ものであれば特に限定されるものではない。本発明に用いられるカイラル剤としては例え
ば、下記の一般式（１９）、（２０）又は（２１）で表されるような、分子内に軸不斉を
有する低分子化合物を用いることが好ましい。
【００４６】

【化４】

【００４７】
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【化６】

【００４９】
　上記一般式（１９）又は（２０）において、Ｒ１は水素又はメチル基を示す。Ｙは上記
に示す式（ｉ）～（ｘｘｉｖ）の任意の一つであるが、中でも、式（ｉ）、（ｉｉ）、（
ｉｉｉ）、（ｖ）及び（ｖｉｉ）のいずれか一つであることが好ましい。また、アルキレ
ン基の鎖長を示すｃ及びｄは、それぞれ個別に２～１２の範囲で任意の整数をとり得るが
、４～１０の範囲であることが好ましく、６～９の範囲であることがさらに好ましい。
【００５０】
　液晶分子のコレステリック配列の旋回方向は特に限定されるものではないが、本発明に
おいては、第一の選択反射層および第二の選択反射層の両方において、コレステリック配
列の旋回方向が同一である必要がある。すなわち、第一の選択反射層が右円偏光成分の電
磁波のみを反射する場合、第二の選択反射層も右円偏光成分の電磁波のみを反射するもの
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でなくてはならない。よって、第一選択反射層と第二選択反射層は、同一のコレステリッ
ク液晶材料からなることが好ましい。また、本発明においては、入手のし易さ、製造コス
トの観点から、右螺旋方向を有するコレステリック液晶分子を用いることが好ましい。
【００５１】
　選択反射層の厚みは、コレステリック規則性を有する化合物の種類等に応じて、所望の
複屈折率を備えることができる範囲内であれば特に限定されるものではない。本発明にお
いては、０．１μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましく、０．５μｍ～２０μｍ
の範囲内であることがより好ましく、１μｍ～１０μｍの範囲内であることがさらに好ま
しい。
【００５２】
　選択反射層としては、上記した化合物のみからなるものであってもよく、あるいはコレ
ステリック液晶層が任意の基板上に形成された構成を有するものであってもよい。この場
合、基板としては、コレステリック液晶層の複屈折率性を阻害せず、透明性を有するもの
であれば特に限定されるものではなく、可撓性を有するフレキシブル材でも、可撓性のな
いリジッド材でも用いることもできる。なかでも本発明においては、フレキシブル材を用
いることが好ましい。
【００５３】
＜その他の層＞
　上記した第一および第二選択反射層は、位相差層を基材として、その両面にコレステリ
ック液晶材料を適用することにより形成してもよいが、各層の間に接着剤層を介在させて
積層されていてもよい。接着剤層としては、例えばポリビニルアルコール、ポリビニルピ
ロリドン等の親水性接着剤や、アクリル系粘着剤、ウレタン系粘着剤、エポキシ系粘着剤
等を好適に使用することができるが、これらに限定されるものではなく、所望の波長を透
過できれば、いずれも粘着剤も接着剤層として使用することができる。また、図４に示す
ように、位相差層２’上に選択反射層１を設けたものと、位相差層２上に選択反射層３を
設けたものとを、選択反射層１と、位相差層２とが重なり合うように積層した構成とする
こともできる。このような構成とすることにより、塗布による選択反射層の形成工程と各
層の接着工程とを各１回行うだけで電磁波反射部材を形成できるため、電磁波反射部材を
より簡易かつ安価に得ることができる。なお、選択反射層１の下部に設けられた位相差層
２’側から光が入射する場合、入射光は無偏光であるため、図４に示す構成の電磁波反射
部材であっても、図１に示す構成の電磁波反射部材と全く同様の光学的作用を有する。
【００５４】
＜電磁波反射部材＞
　上記したような本発明による電磁波反射部材は、コレステリック液晶材料の選択反射波
長λを用途に応じて適宜選択することにより、特定波長を反射する光反射板や熱線反射板
として使用することができる。例えば、近赤外線ないし熱線域を反射するようにλを選択
した電磁波反射部材を二枚のガラスで挟み込んだものは、自動車用の熱線反射ガラスとし
て用いることができる。このような場合においても、本発明による電磁波反射部材を用い
ることにより、ガラス面全体で均一な反射特性と高効率な反射特性とを併せ持つ熱線反射
ガラスが安価に製造することができる。
【実施例】
【００５５】
実施例１
＜位相差層の準備＞
　位相差層として、ポリエチレンテレフタレートからなる二軸延伸フィルム（ルミラー（
登録商標）Ｕ３５、東レ株式会社製）を準備した。このフィルムの厚みは、１８８μｍで
あり、平均リタデーションを王子計測機器製のＫＯＢＲＡ－ＷＸ１００／ＩＲを用いて測
定（測定角０°、波長１２００ｎｍ）したところ、約４０８３ｎｍであった。よって、上
記式（１）においてｎ＝３を満足するものであった。また、この２軸延伸フィルムのＴＤ
方向のリタデーション面内分布、およびＭＤ方向のリタデーション面内分布は、図６およ
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び図７に示す通りであった。
【００５６】
＜選択反射層の準備＞
　両末端に重合可能なアクリレートを有するとともに中央部のメソゲンと前記アクリレー
トとの間にスペーサを有する、液晶性モノマー分子（Ｐａｌｉｏｃｏｌｏｒ（登録商標）
　ＬＣ１０５７（ＢＡＳＦ社製））９７．２部と、両側の末端に重合可能なアクリレート
を有するカイラル剤分子（Ｐａｌｉｏｃｏｌｏｒ（登録商標）　ＬＣ７５６（ＢＡＳＦ社
製））２．８部とを溶解させたシクロヘキサノン溶液を準備した。なお、前記シクロヘキ
サノン溶液には、前記液晶性モノマー分子に対して２．５重量%の光重合開始剤（イルガ
キュア１８４）を添加した（固形分４０重量％）。
【００５７】
　一方、上記した二軸延伸フィルムに、配向膜を介さずにバーコーターにて、上記のシク
ロヘキサン溶液を塗布した。次いで、１２０℃で２分間保持し、前記シクロヘキサノン溶
液中のシクロヘキサノンを蒸発させて、液晶性モノマー分子を配向させた。そして、前記
塗膜に紫外線を４００ｍＪ／ｃｍ２照射し、塗膜中の光開始剤から発生するラジカルによ
って配向した液晶性モノマー分子のアクリレート及びカイラル剤分子のアクリレートを３
次元架橋してポリマー化し、フィルム上にコレステリック構造を固定化することにより、
選択反射層を得た。このとき、選択反射層の膜厚は５μｍであった。また、分光光度計（
島津製作所製ＵＶ－３１００ＰＣ）で測定したところ、選択反射波長帯域は１１２０ｎｍ
であった。
【００５８】
　上記の位相差層を介して、得られた選択反射層を２枚積層することにより、電磁波反射
部材を作製した。得られた電磁波反射部材の反射特性を、分光光度計を用いて測定（正反
射角５°で測定）したところ、図８（実線）に示す通りであった。
【００５９】
実施例２
　位相差層として、実施例１で用いた二軸延伸フィルムを用いた。この二軸延伸フィルム
の一方の面上に、実施例１と同様にして選択反射層を形成し、次いで、この二軸延伸フィ
ルムの他方の面上にも、上記と同様にして選択反射層を形成することにより、電磁波反射
部材を作製した。得られた電磁波反射部材の反射特性を、分光光度計を用いて測定（正反
射角５°で測定）したところ、図８（実線）に示した反射特性と同様の特性であった。
【００６０】
実施例３
　位相差層として、実施例１で用いた二軸延伸フィルムに代えて、ポリエチレンテレフタ
レートからなる二軸延伸フィルム（ルミラー（登録商標）Ｔ６０、東レ株式会社製）を用
いた。このフィルムの厚みは、３８μｍであり、平均リタデーションを王子計測機器製の
ＫＯＢＲＡ－ＷＸ１００／ＩＲを用いて測定（測定角０°、波長１２００ｎｍ）したとこ
ろ、約１９４４ｎｍであった。よって、上記式（１）においてｎ＝１を満足するものであ
った。また、この２軸延伸フィルムのＴＤ方向のリタデーション面内分布、およびＭＤ方
向のリタデーション面内分布は、図９および図１０に示す通りであった。
【００６１】
　この二軸延伸フィルムの両面に、実施例２と同様にして選択反射層を形成することによ
り、電磁波反射部材を作製した。得られた電磁波反射部材の反射特性を、分光光度計を用
いて測定（正反射角５°で測定）したところ、図１１に示す通りであった。
【００６２】
実施例４
　位相差層として、実施例１で用いた二軸延伸フィルムを用い、この二軸延伸フィルムの
一方の面上に実施例１と同様にして選択反射層を形成した。この二軸延伸フィルム上に選
択反射層を設けた部材と全く同様の部材を作製し、両部材を、一方の部材の二軸延伸フィ
ルムと他方の部材の選択反射層とが重なり合うように積層することにより、図４に示すよ
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度計を用いて測定（正反射角５°で測定）したところ、図８（実線）に示した反射特性と
同様の特性であった。
【００６３】
比較例１
　実施例１で用いた二軸延伸フィルムを２枚重ねた以外は実施例１と同様にして、電磁波
反射部材を作製した。二軸延伸フィルムを２枚重ねたことにより、位相差層の平均リタデ
ーションは約８１６０ｎｍとなり、上記式（１）のｎ＝６．５であり式（１）を満足しな
いものであった。得られた電磁波反射部材について、実施例１と同様にして反射特性を測
定したところ、図８（破線）に示す通りであった。
【００６４】
比較例２
　実施例１で用いた二軸延伸フィルムに代えてガラス（リタデーション０）を用いた以外
は、実施例１と同様にして電磁波反射部材を作製した。得られた電磁波反射部材について
、実施例１と同様にして反射特性を測定したところ、図１２（破線）に示す通りであった
。なお、図１２中の実線は、実施例１の電磁波反射部材の反射特性を表す。
【００６５】
　図８～１２に示される結果からの明らかなように、本発明による電磁波反射部材を使用
すれば、ポリエチレンテレフタレート二軸延伸フィルムのような汎用フィルムを位相差層
として用いた場合であっても、面内で均一かつ高効率な反射特性が得られることがわかる
。
【符号の説明】
【００６６】
１　第一の選択反射層
２、２’　位相差層
３　第二の選択反射層
１１　コレステリック液晶層（右旋光）
１２　コレステリック液晶層（左旋光）
１３　コレステリック液晶層（右旋光）
１４　λ／２板（位相差層）
１０　電磁波反射部材
２０　位相差層（λ／２板）
２１　位相差層（λ／４板）
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